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川崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

川崎市国民健康保険条例（昭和３３年川崎市条例第１５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１４条第４項中「一般被保険者」の次に「（年齢１９歳未満の者を除く。第

２０条第３項において同じ。）」を加える。 

第１５条第３項中「退職被保険者等」の次に「（年齢１９歳未満の者を除く。

第２１条第３項において同じ。）」を加える。 

第３０条第１項中「合算額」の次に「から１０，０００円（当該合算額が１０，

０００円に満たない場合は、当該合算額）を控除した金額」を加える。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の条例の規定は、令和３年度分の保険料から適用し、令和２年度分ま

での保険料については、なお従前の例による。 



提 案 理 由 

 １９歳未満の者に係る被保険者均等割額を賦課しないこと及び保険料の納付額

から１０，０００円を控除することとするため、この条例を制定するものである。 


